
平成28年熊本地震への対応

環境省近畿地方環境事務所
廃棄物・リサイクル対策課

平成28年度第１回大規模災害発生時
廃棄物対策近畿ブロック協議会

平成28年10月6日(木)

熊本城の近隣神社施設の損壊

宿泊ホテルでの避難状況

資料１
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（2016 年４月14 日～2016 
年５月12 日09 時30 分、
深さ０～20km、M すべて）
M≧5.0 以上または最大
震度５強以上の地震を濃
く表示。

図中の青・緑・茶色の各
線は地震調査研究推進
本部の長期評価による活
断層を示す。

震央分布図

平成28 年（2016 年）熊本地震について

地震調査研究推進本部事務局(文部科学省研究開発局地震・防災研究課)

■ 4月14日21時26分に発生した地震
マグニチュード６.５（暫定値）最大震度７
■ 4月16日 1時25分に発生した地震
マグニチュード７.３（暫定値）最大震度７

人的被害 死亡：49人
（4月14日からの累計）

2



県名 全壊 半壊 一部損壊

熊本県 8,146棟 29,009棟 129,412棟
大分県 6棟 164棟 5,883棟
宮崎県 - 2棟 20棟
福岡県 - 1棟 230棟

○家屋の被害状況

○熊本県内、一般廃棄物処理施設の被害状況

平成28年8月30日現在

区分 熊本県内の
施設数

被害が確認された
施設数

稼働停止施設数
（Ｈ28.8.30時点）

ごみ焼却施設 25施設 5施設 -

ごみ固形燃料
（ＲＤＦ）化施設

2施設 1施設 -

し尿処理場 21施設 5施設 1施設

最終処分場 25施設 - -

被害の状況
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平成28年8月30日現在

団体名 施設名 被災状況等 復旧時期
現在の
稼働状況

熊本市 東部環境工場

・ボイラー破損のため焼却炉（1号炉）停止。
・2号炉が復旧したためごみの受入れを開
始。（5月1日）
・1号炉については5月16日夜から立ち上
げ作業を開始し、17日より廃棄物の処理
を開始。

5月17日 ○

宇城広域連合 宇城クリーンセンター
・配管破損のため2基のうち1基停止した
が、4月25日に復旧。

4月25日 ○

御船町甲佐町
衛生施設組合

御船甲佐クリーンセンター
（１号炉・２号炉）

・建屋損傷及び焼却施設の一部損傷のた
め稼働停止していたが復旧。 7月25日 ○

益城、嘉島、西
原環境衛生施
設組合

益城クリーンセンター
（１号炉・２号炉）

・建屋及び焼却施設の損傷のため稼働停
止。
・5月23日より試運転を行い、5月30日に
全能力復旧

5月30日 ○

菊池環境保全
組合

東部清掃工場
（１号炉及び２号炉）

・電気系統、炉の損傷のため稼働停止 4月21日 ○

○ごみ焼却施設の被害状況
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団体名 施設名 被災状況等 復旧時期
現在の
稼働状況

阿蘇広域
行政事務組合

大阿蘇環境センター未来館
（１号機・２号機）

・施設の損傷のため稼働停止していたが、
設備は復旧。

8月2日 ○

菊池市 エコーヴィレッジ旭
施設の損傷のため稼働停止したが、4月19
日に再稼働。

4月19日 ○

団体名 施設名 被災状況等 復旧時期
現在の
稼働状況

熊本市
秋津浄化センター

地中埋管が破損したため、稼働停止中。
（地中埋管からの漏水防止済み。）

不明 ×

中部浄化センター ・配管が損傷するも稼働（4月19日） ― ○

宇城広域連合 浄化センター
・地中埋管が破損したため、3/4の処理漕が
停止したが、4月25日に復旧

4月25日 ○

御船地区衛生
施設組合

環境クリーンセンター
・停電するも自家発電により稼働。放流刊が
破損したものの4月19日には修復済み
・4月20日より、再開に向けて試運転を開始。

4月22日 ○

阿蘇広域行政
事務組合

大阿蘇環境センター
蘇水館

・配管が破損したため稼働停止していたが、
4月27日に試運転を開始。4月28日に復旧。

4月28日 ○

○ごみ固形燃料（ＲＤＦ）化施設の被害状況 平成28年8月30日現在

○し尿処理施設施設の被害状況 平成28年8月30日現在
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【現地 廃棄物対策チーム総括】

【4月15日～7月29日】
熊本県廃棄物
支援チーム

（環境省8～10名）
（熊本県庁）

【4月15日～8月31日】
現地対策本部
リエゾン

（環境省 1～2名）
（熊本県庁他）

★現地・廃棄物関係★

廃棄物・リサイクル
対策部

廃棄物対策課
災害廃棄物対策室

★本省★

情報
共有

【4月18日～24日】
大分県廃棄物
支援チーム
（環境省 3名）

（D.Waste-Net  1名）
（大分県庁）

【4月18日～28日】
福岡県廃棄物
支援チーム
（環境省 3名）
（福岡事務所）

水・大気環境局

自然環境局

【4月19日～5月25日】
ペット等対応
（環境省 1～2名）
（九州事務所他）

【4月15日～7月29日】
D.Waste-Net
（2～6名）
（熊本県庁他）

【4月20日～5月20日】
市町村リエゾン
（環境省 2～4名）
（阿蘇市、甲佐町→益
城町（5月4日～））

環境省 熊本地震関係対応体制図
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【現地 廃棄物対策チーム総括】

★現地・廃棄物関係★

廃棄物・リサイクル
対策部

廃棄物対策課
災害廃棄物対策室

★本省★

情報
共有

【4月27日～】
熊本市廃棄物
支援チーム
（環境省 2名）
（熊本市役所）

【5月6日～7月28日】
益城町廃棄物
支援チーム
（環境省 1名）
（益城町役場）

【4月15日～6月25日】
熊本県廃棄物
支援チーム

（環境省8～10名）
（熊本県庁）

【4月15日～】
D.Waste-Net
（2～6名）
（熊本県庁他）

【4月15日～8月31日】
現地対策本部リエゾン
（環境省 1～2名）
（熊本県庁他）

環境省 熊本地震関係対応体制図
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①し尿
→し尿処理業界等からの収集の応援
→し尿処理施設の復旧、広域連携

②-1 生活ごみ・避難所ごみ
●集積所等で悪臭やハエの発生、景観の悪化
→他市町村等からの収集の応援
→廃棄物処理施設の復旧、広域連携

②-2 片付けごみ（災害廃棄物）
●集積所等からあふれ、車や人の往来の支障に
→固形一般廃棄物業界、他市町村等からの応援
による収集体制の確立（仮置場等への搬入）

③災害廃棄物
●生活再建・復興の支障
→仮置場の設置と集積
→発生量の推計
→災害廃棄物処理体制の確立
→広域処理体制の構築

初
期
対
応

中
長
期
対
応

災害時の廃棄物対策 ２つの柱
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被災自治体等 支援自治体等
収集運搬車両※１）

（台／日）
処理施設での受入

熊本市

千葉県 千葉市（5/15～6/4） ごみ収集車３台 －

神奈川県 川崎市（5/19-6/19） ごみ収集車５台 －

静岡県 静岡市（5/10～5/30） ごみ収集車４台 －

愛知県 名古屋市（5/7～6/2） ごみ収集車３台
ダンプトラック １台

－

三重県

津市（5/4～5/10,5/20～
5/29） ごみ収集車１台 －

四日市市（4/27～5/6） ごみ収集車１台 －

伊賀南部環境衛生組合
（4/27～5/6） ごみ収集車１台 －

伊勢市（4/28～5/11） ごみ収集車１台 －

桑名市（5/4～5/11） ごみ収集車１台 －

伊賀市（5/11～5/18） ごみ収集車１台 －

松阪市（5/18～6/1） ごみ収集車１台 －

いなべ市（5/22～5/28） ごみ収集車１台 －

岐阜県 岐阜市（4/29～5/28） ごみ収集車１台
ダンプトラック ２台

－

京都府 京都市（4/21～5/20） ごみ収集車３台
ダンプトラック １台

－

※１） 被災自治体内における収集運搬作業に従事した派遣台数を記載。

① 生活ごみ、片付けごみの支援を実施した県外自治体
(8/1現在)
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被災自治体等 支援自治体等
収集運搬車両※１）

（台／日）
処理施設での受入

熊本市

大阪府

大阪市（4/28～5/19） ごみ収集車４台 －

堺市（5/16～7/3） ごみ収集車４台 －

東大阪市（5/11～5/29） ごみ収集車２台
ダンプトラック２台

－

岡山県
岡山市（5/2～5/23） ごみ収集車４台 －

倉敷市（5/13～6/10） ごみ収集車４台 －

広島県
広島市（4/21～5/13） ごみ収集車７台 －

呉市（5/16-6/10） ごみ収集車１台 －

香川県 高松市（5/15～6/4） ごみ収集車１台
ダンプトラック １台

－

愛媛県 松山市（4/23～5/8） ごみ収集車３台 －

福岡県

福岡市（4/21～6/11） ごみ収集車４台 福岡市の焼却施設で処理

北九州市（4/22～5/31） ごみ収集車６台 北九州市の焼却施設で処理

大牟田市（5/16-6/8） ごみ収集車３台 －

久留米市（5/18～5/27） ごみ収集車１．８台※２） 久留米市の焼却施設で処理

八女市（5/18～6/27） ごみ収集車２．６台※２）
八女西部広域事務組合の焼却施設
で処理筑後市（5/23～6/27） ごみ収集車１．４台※２）

① 生活ごみ、片付けごみの支援を実施した県外自治体 (8/1現在)

※１） 被災自治体内における収集運搬作業に従事した派遣台数を記載。
※２） 延べ台数を支援期間で割った台数。（１台以下は１台とした。）
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被災自治体等 支援自治体等
収集運搬車両※１）

（台／日）
処理施設での受入

熊本市

福岡県

田川市（5/18～6/21） ごみ収集車１台※２） 田川地区清掃施設組合の焼却施設
で処理

古賀市（5/21～6/15） ごみ収集車１台※２）

玄界環境組合の焼却施設で処理
福津市（5/24～6/24） ごみ収集車 １台※２）

新宮町（5/19～6/25） ごみ収集車 １台※２）

宗像市（5/25～6/27） ごみ収集車１台※２）

豊前市（5/21～6/20） ごみ収集車１台※２） 豊前市外二町清掃施設組合で焼却

筑紫野市（6/1～6/27） ごみ収集車１台※２）
筑紫野・小郡・基山清掃施設組合の
焼却施設で処理小郡市（5/24～6/27） ごみ収集車 １台※２）

柳川市（5/26～6/16） ごみ収集車 １台※２） 柳川市の焼却施設で処理

みやま市（6/4～6/25） ごみ収集車 １．８台※２） みやま市の焼却施設で処理

飯塚市（6/4～6/27） ごみ収集車 １台※２） 飯塚市の焼却施設で処理

佐賀県 佐賀市（4/29～6/28） － 佐賀市の焼却施設で処理

大分県 大分市（4/29～6/1） ごみ収集車２台 －

長崎県

長崎市 （4/25～6/27） ダンプトラック ３台 長崎市の焼却施設で処理

佐世保市
（4/27～6/27）

ごみ収集車１台
ダンプトラック １台

佐世保市の焼却施設で処理

① 生活ごみ、片付けごみの支援を実施した県外自治体 (8/1現在)

※１） 被災自治体内における収集運搬作業に従事した派遣台数を記載。
※２） 延べ台数を支援期間で割った台数。（１台以下は１台とした。） 11



被災自治体等 支援自治体等
収集運搬車両※１）

（台／日）
処理施設での受入

熊本市

長崎県

島原市 （4/25～6/27） ごみ収集車１台
県央県南広域環境組合の焼却施設
で処理諫早市 （4/26～6/27） ごみ収集車１台

大村市 （4/26～6/27） ごみ収集車１台 大村市の焼却施設で処理

南島原市
（4/27～28,5/2～5/31） ごみ収集車１台 南島原市の焼却施設で処理

東彼地区保健福祉組合
（4/27～5/19,6/20～27） ごみ収集車２台 東彼地区保健福祉組合の焼却施設

で処理

宮崎県

宮崎市（5/16～
5/18,5/23～28） ごみ収集車１台 －

日向市（4/22～5/20） ごみ収集車１台 －

日南市（4/28～5/10） ごみ収集車１台 －

延岡市（5/2～5/13） ごみ収集車１台 －

都城市（5/16～
5/19,5/23～5/26） ごみ収集車２台 －

串間市（6/1～11） ごみ収集車１台 －

小林市（5/16～
5/18,5/23～28） ごみ収集車１台 －

熊本市 計 ５５団体※３） １８団体※４）

① 生活ごみ、片付けごみの支援を実施した県外自治体 (8/1現在)

※１） 被災自治体内における収集運搬作業に従事した派遣台数を記載。
※３） 「ごみ収集車」を派遣している団体数
※４） ごみの受入をしている団体数
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被災自治体等 支援自治体等
収集運搬車両※１）

（台／日）
処理施設での受入

益城町

神奈川県
横浜市（5/11～6/8） ごみ収集車９台 －

相模原市（6/12～6/30） ごみ収集車２台 －

静岡県 浜松市（6/8～7/7） ごみ収集車２台 －

新潟県 新潟市（6/12～7/4） ごみ収集車２台 －

愛知県
岡崎市・豊田市・豊橋市
（6/15～7/8） ダンプトラック２台 －

大阪府 八尾市（6/23～7/9） ごみ収集車２台 －

兵庫県 神戸市（4/21～5/11） ごみ収集車９台 －

佐賀県 唐津市（6/20～7/11） ごみ収集車 1台 －

菊池環境保全組合

福岡県

久留米市（4/27～7/6） － 久留米市の焼却施設で処理

筑紫野・小郡・基山清掃
施設組合（6/3～7/6） －

筑紫野・小郡・基山清掃施設組合の
焼却施設で処理

鹿児島県 鹿児島市（4/27～5/14） ごみ収集車 ４．３台※２）

阿蘇広域行政事務
組合（※２）

大分
大分市
（4/21～7/30） － 大分市の焼却施設で処理

由布市 大分
大分市
（4/28～6/29） － 大分市の焼却施設で処理

八代市 福岡県 大牟田・荒尾清掃施設組合
（4/18～5/13） － 大牟田・荒尾清掃施設組合のＲＤＦ化施設で処理

計 １１団体※３） ４団体※４）

※１） 収集運搬車両は、被災自治体内における収集運搬作業に従事した派遣台数を記載。
※２） 延べ台数を支援期間で割った台数。（１台以下は１台とした。） ※３） 「ごみ収集車」を派遣している団体数 ※４） ごみの受入をしている団体数

① 生活ごみ、片付けごみの支援を実施した県外自治体 (8/1現在)
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被災自治体等 支援民間団体等
収集運搬車両※１）

（台／日）
処理施設での受入

熊本市

全国清掃事業連合会
（4/30～5/9,14,15,21,22） ごみ収集車 32台 －

福岡市民間事業者
（5/1～5/4,8,15) ごみ収集車 30台 －

益城町
全国清掃事業連合会
（5/22,5/30～6/3） ごみ収集車 8台 －

計 ３団体

② 生活ごみ、片付けごみの支援を実施した県外民間団体 (8/1現在)

※１） 被災自治体内における収集運搬作業に従事した派遣台数を記載。
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【１．仮設トイレ設置状況】

○ 国によるプッシュ型支援として、５月１４日までに仮設トイレ３０６棟を設置。

（益城町２５９棟、南阿蘇村４０棟、阿蘇市７棟）。

○ コンビニエンスストア、スーパー等でも、ボランタリーに仮設トイレを設置。

○ このほか、県及び市町村が仮設トイレ６１３棟（５月２０日現在）を設置。

○ 今後は、避難所の再編等の動向に合わせ、引き続き調整を行う。

【２．し尿汲み取り状況】

○ 仮設トイレの汲み取りについては、熊本県と現地清掃団体※が連絡を密にし、
し尿の収集体制の確保に取り組んでいる。

※熊本県環境整備事業協同組合、熊本県環境保全協会及び熊本環境技術協議会の３団
体が｢熊本県環境事業団体連合会｣として任意組織を結成して対応中。

し尿に関する対応状況について
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災害名 発生年月 災害廃棄物量 損壊家屋数 処理期間

東日本大震災 H23年3月
3100万トン

（津波堆積物1100万
トンを含む）

全壊：118,822
半壊：184,615

約3年
（福島県を除く）

阪神・淡路大震災 H7年1月 1500万トン

全壊：104,906
半壊：144,274
一部損壊：390,506
焼失：7,534

約3年

熊本地震
（熊本県）

H28年4月 195万トン(※1)

（推計値）

全壊：8,146(※2)

半壊：29,009(※2)

一部損壊：129,412(※2)
2年(※1)

新潟県中越地震 H16年10月 60万トン
全壊：3,175
半壊：13,810
一部損壊：103,854

約3年

広島県土砂災害 H26年8月 58万トン

全壊：179
半壊：217
一部損壊：189
浸水被害：4,164

約1.5年

伊豆大島豪雨災害 H25年10月 23万トン
全壊：50
半壊：26
一部損壊：77

約1年

関東・東北豪雨
（常総市）

H27年9月 5万2千トン
（推計値）

全壊：53
半壊：5,054
浸水被害：3,220

約1年

(※1)熊本県災害廃棄物処理実行計画（第１版）（平成28年6月 熊本県）より
(※2)平成28年8月30日現在（被災棟数については、現在も調査中であるため、変動する見込み）

③－１ 災害廃棄物の発生量（推計量）

16



被
災
現
場

集
積
所

収
集
・
運
搬

破砕・選別装置
により分別

二次仮置場

焼却

最終処分

再生利用

運搬

運搬

一次仮置場

木くずなど

金属、砂利など

ガラスなど

セメント工場

産廃処理業者も活用

受入時から
分別

最終処分場

運
搬

③-２ 災害廃棄物(がれき)の処理フロー
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○現在、４２か所（8/30時点）

※３市 （熊本市、宇土市、宇城市）
はごみ集積所を代用

※宇城市、宇土市はステーション回
収以外に別途設置

・可燃物、家電、コンクリート等、搬入時か
ら数種類に分別して保管。
・分別方法をパンフレットに記載し、広報中。

※分別した方が、処理期間の短縮やコスト
の面でも有利

益城町の仮置場

③-３ 一次仮置場の確保と管理
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熊本県が７市町村（宇土市、嘉島町、甲佐町、益城町
、御船町、南阿蘇村、西原村）から事務委託を受けて
益城町区域内に設置するもの。

処理施設を設置して災害廃棄物の中間処理（破砕、
選別、焼却等）を行うほか、被災現場や一次仮置場
から運搬された廃棄物や、選別後の廃棄物を一時的
に保管する機能を併せ持つ場所のこと。

⑤

④

③

②
①

①の熊本県設置の二次仮置場について

二次仮置場とは

⑥

設置主体 名称 所在地 面積(ha) 排出区分

① 熊本県 二次仮置場 益城町小谷 ９．８ ｺﾝｸﾘｰﾄがら、瓦、
木くず、混合物

② 熊本市 戸島仮置場 東区戸島町 ８．２ 片付けガレキ
解体ガレキ

③ 城南町仮置場 南区城南町下宮地 ０．５

④ 扇田環境センター内 北区釜尾町 ９．１ 解体ガレキ

⑤ 民間最終処分場内 北区楠野町 ２．０

⑥ 熊本港の埋立地 熊本市西区新港 約４．０

③-４ 二次仮置場について
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第１章 被災の状況：（住家被害）

全壊 半壊 一部損壊 合計

６,９０５ １９,８７７ ９１,９４６ １１８,７２８

単位：（棟）（平成２８年６月１日時点）

第２章 基本方針

〇処理主体：市町村（ただし、被災市町村による処理が困難な場合は、事務の委託により県が処理する。）
〇処理期間：発災後、２年以内の処理終了を目標とする（ただし、損壊家屋の解体の進捗等を踏まえ適宜見直し）。

〇処理方法：可能な限り再生利用と減量化を図り、埋立て処分量を削減する。また、原則的に市町村等の施設で処理するが、
困難な場合は、県内の産業廃棄物処理施設（民間）を活用し、場合によっては、県外の処理施設を活用する。

第３章 災害廃棄物の処理実行計画

地域 市町村 推計量（千トン）

阿蘇

阿蘇市 ３７

南小国町 １未満

小国町 １未満

産山村 ２

高森町 １未満

南阿蘇村 ５２

西原村 １０９

上益城

御船町 ９６

嘉島町 ７８

益城町 ４２２

甲佐町 ３５

山都町 ５

八代
八代市 ５

氷川町 ８

球磨 あさぎり町 １未満

天草
天草市 １未満

上天草市 １未満

合 計 １，９５０

地域 市町村 推計量（千トン）

熊本 熊本市 ８１２

宇城

宇土市 ４１

宇城市 ８６

美里町 ２

玉名

荒尾市 １未満

玉名市 ２

玉東町 ２

和水町 １未満

南関町 １未満

長洲町 １未満

鹿本・
菊池

山鹿市 １未満

菊池市 ４８

合志市 １９

大津町 ７６

菊陽町 ２０

第１節 災害廃棄物の発生量 ：県が事務委託を受ける７市町村

災害廃棄物の発生量は、合計１９５万トン
（平成２８年６月１日現在）

出典：熊本県災害廃棄物処理実行計画の概要、平成28年6月、熊本県

④－１ 熊本県災害廃棄物処理実行計画の概要①
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第３節 県内処理と広域処理

第２節 災害廃棄物処理の基本的事項

○役割分担

可能な限り災害廃棄物の再生利用及び減量化に努め、再生利用率７０％以上を目指します。

○処理方法等

市町村の役割 県の役割 国の役割

・被害状況の収集

・市町村災害廃棄物処理実行計画の
策定
・災害廃棄物処理体制の整備
・仮置場の確保
・損壊家屋の解体・撤去
・災害廃棄物の処理及び業務管理

など

・市町村の被害状況の集約
・県災害廃棄物処理実行計画の策定

・市町村の災害廃棄物処理体制の整
備への技術的支援

・事務委託分に関する災害廃棄物処
理の実施及び業務管理

・県全体の災害廃棄物の処理の進捗
管理 など

・市町村又は地方自治法に基づき事
務委託を受けた県への技術的支援、
財政的支援

・広域かつ効率的な処理に向け、県
外の自治体や民間事業者の処理施
設に係る情報提供

など

県内処理 県内処理・県外処理

・ｺﾝｸﾘｰﾄがら：破砕し、建設土木資材として再生利用する
・金属くず：鉄鋼材料等として再生利用する

・その他：家電ﾘｻｲｸﾙ法対象品目（ｴｱｺﾝ、ﾃﾚﾋﾞ、冷蔵庫、
洗濯機）は、家電ﾘｻｲｸﾙ法に沿って再生利用する

・木くず：県内で破砕するが、木質チップの使用先・焼却先
は県内で処理能力不足が見込まれるため、県外処理
（焼却等）も行う

・瓦類：県内で処理するとともに、リサイクルの観点から、
県外にてセメント材料としても利用する

・混合廃棄物：二次仮置場等で選別処理し、選別後の廃
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ等は、県内で処理能力不足が見込まれるため、
県外処理（焼却等）も行う

○２年以内の処理終了を目指し、廃棄物の種類によって県内での処理能力が不足する場合は県外処理も行う。

出典：熊本県災害廃棄物処理実行計画の概要、平成28年6月、熊本県

④－２ 熊本県災害廃棄物処理実行計画の概要②
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〇県では、全被災市町村について、定期的に搬入量、仮置量、搬出量等を把握していく。また、処理方法等につい

ても、さらに迅速かつ円滑に行えるよう適時に見直す。

〇このような進捗管理を行う中で、本計画について、適宜必要な改定を行う。

平成29年

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1・・・12 1 2 3 4 5

熊本県災害廃棄物
処理実行計画

災害廃棄物の撤去

家屋等解体
（公費解体）

一次仮置場

二次仮置場

平成28年 平成30年

策定

被災現場からの撤去

既存の処理施設、リサイクル施設及び二次仮置場等へ順次搬出

設計・施設整備・中間処理実施（再生品及び残さの搬出） 撤去・原形復旧

進捗管理を実施

損壊家屋等解体

撤去・原形復旧

災
害
廃
棄
物
処
理
終
了

〇趣旨：市町村処理が困難な事務については、地方自治法に

基づく事務委託を受けて県が処理する。

〇受託対象市町村（平成２８年７月１３日現在）

宇土市、南阿蘇村、御船町、嘉島町、益城町、甲佐町、西原村

〇事務委託の範囲

二次仮置場以降の処理・処分

木くず、ｺﾝｸﾘｰﾄがら、廃瓦、可燃・不燃混合廃棄物を処理

混合廃棄物の処理等のため選別施設及び破砕施設を導入

第５節 処理スケジュール

第６節 進捗管理及び見直し

第４節 事務の委託

出典：熊本県災害廃棄物処理実行計画の概要、平成28年6月、熊本県

④－３ 熊本県災害廃棄物処理実行計画の概要③
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①仮復旧 :し尿、生活ごみの収集体制の復旧
避難所ごみ、片付けごみの収集体制の確立

●目標時期 ～1ヵ月以内
●県内外から運搬車両・人員の派遣
●被災した廃棄物処理施設の復旧
●他自治体の施設も活用した焼却等
●一次仮置場の増強と適正管理

②本格復旧 :災害廃棄物の処理

●発生量の推計
●発生量を踏まえ概ねの目標時期等を設定（基本方針）
●災害廃棄物処理体制の確立
●処理実行計画の策定
●広域処理も含めた処理の実施
●二次仮置場の設置

初
期
対
応

中
長
期
対
応

熊本地震 今後の対応
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